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11⽉は

「しわ寄せ」防⽌キャンペーン⽉間です。
～ 中小企業庁、公正取引委員会、厚生労働省が連携して取り組んでいます ～

厚生労働省、中小企業庁、公正取引委員会が連

携をして、11月を「『しわ寄せ』防止キャンペー

ン月間」として、集中的な周知・啓発の取り組み

を行っています。

このキャンペーンは、2019年６月に策定された

「大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中

小事業者への『しわ寄せ』防止のための総合対

策」(しわ寄せ防止総合対策)がもとです。

しわ寄せ防止総合対策では、中小企業への「し

わ寄せ」防止に向けた社会的機運の醸成を図るた

め、11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」と

位置づけ、集中的な取り組みを実施することとし

ています。※11月は「下請取引適正化推進月間」に

もなっています。

ＪＡＭでは「価値を認めあう社会へ」の取り組

みをより職場の実態にあった取り組みとするため

に「対応マニュアル」を作成し、全単組に配布し

ました。対応マニュアルには、どの様な取引行為

が法令違反になるのか点検できるようになってい

ます。また、点検した内容がそのまま改善要求に

なるような仕組みになっていますので、活用して

ください。

Ｊ Ａ Ｍ

政策ＮＥＷＳ

「しわ寄せ防⽌」リーフレット

特設サイトには下請振興
法など関連する法律の解
説があります。また、パンフ
レット、ロゴマークなどがダ
ウンロードできます。

「しわ寄せ防⽌」特設サイトは
こちらから


